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北大文学部紀要 41-1 (1992) 

Lingua theodiscaとは何か

一一『フランク王国編年誌j788年の項と

“Capitulare ltalicum" (801年)第 3章の解釈一一

三佐川 亮宏

はじめに

I Deutscheドイツ人Jという呼称はいつ頃から史料に現れるのであろうか。

このような素朴な疑問に導かれつつ，筆者はこれまで予備的考察として二

つの研究ノートをまとめてきた。

手始めとしてまず，言語学者 LeoWeisgerber (1899 -1985年)の所説の

一部の紹介・批判を試みた1)。その目的は， deutschという語の起源に関す

る永年の研究史について一つの見通しを得ることにあった。ヴアイスゲル

パーの研究は，第 2次大戦中に発表されて以来，長らく通説としての位置を

占めてきた。しかし筆者の理解によれば，彼の主張は今日もはやその地位を

失ってしまったといえる。他方，現在の研究状況においてこれに取って替わ

るような新たな通説はなお確立されていない。

1 )拙稿「“Theodiscus"の起源一一L.ヴアイスゲルパーの所説の検討を中心にJ
『北大史学J31， 1991年， 1 -16頁(以下，拙稿 1と略記)。

次に， deutschに関する史料事例をその最初期に属する 2例について検証

した2)。ゴート語の副調 tiudiskoと中世ラテン語の副調 theodisceがそれであ

る。前者は， Ulfilasの『ゴート語訳聖書J(4世紀半ば)において l例のみ確

認される。しかしこの場合tiudiskoは，ウルフィラによる adhocな造語の所
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北大文学部紀要

産であることが境らかにされ deuts誌に関する事例からは鎗かれたo この

結果，後者がその最古の史料事候iとして位置付けられることになる。

theodisceについては，そ

おく。

ゆえにここでもう一度テ年ストを挙げて

2 )縮率引‘'Theu必sk"と“theodiscus"一一緩初期の史料事燃や心にJr北海滋大学

40-2， 1992年， 133-147J{ (拙稿 2)。

theodisceが現れるのは， 786年，オスティア蒔教ゲオルクがローマ教皇ハ

ドリアヌス 1t世に宛てた書簡の中においてである。同年ゲオルグは，教皇使

節としてイングランドに派遣され

bridgeにおいて教会会識な主宰し，

設はまずノ…サンプリア壬閣の Cor-

ら成る決議をまとめた。次いでゲ

オルクは，マーシア王閣の Cealchydの教会会議を訪れた O そこでは Cor-

bridgeの決機内容の検証がおこなわれた。

[ 1 ] “主主 in conspectu conc出 claravoce singuIa capituIa perlecta sunt et tam 

latine号uamtheodisce; quo omnes intelIegere potuissent".3) . 

Corbridgeでの決議事項は， Cealchydの会議に出席した人々の関前で，個々

とに瞬擦に瀧み上げられた O その際，全ての人々が理解でさ宮るようこ

つの震語が用いられた。一つはラテン語，そしてもう一つの言語が掲欝の

theodisceである。

3) MGH Epistolae lV.， hg. v. E. D倣淑nler，1895， ND. Munchen 1978， Nr. 4 S. 28 (イ

タリックは繁華まによる。以下向様). F. Vig問栓r，Bezeichn側 !fJenjur Volk und 

Land der Deutschen vom 10.鋭意 zu綿 13.Jahn先U認derl，1901， ND. mit einem Nach-

wort von H. Beum器nn，Darmstadt 1976， S. 29 (代表的な事例のみを収めた…穫の

史料事例集。 theodiscus以外の呼称も収録されている。). W. Kro伊総n，Deutsch. 

Eine worlgeschichtlic品eUntersuchung， ひ叩tscheWortforsぬ.nng， 1)， Bω泳1・

Leipzi富1936，S.16 (S. 7-40 Iこtheodiscusの史料事例を収録。ただし遺漏も少な

くない0)'
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Lingua theodiscaとは何か

さて， theodisceは，中世ラテン語の形容詞 theodiscusの副調形である。

theodiscusの語義は，その語源の分析の結果， I volklich 民衆のJ，I zum 

Volk gehorig 民衆に属する」であることが明らかにされている4)。ただし，

この形容詞は，当初ほとんどもっぱら linguatheodiscaという組み合わせでの

み用いられている。 linguatheodiscaとは字義通りに訳するならば

I V olkssprache民衆語」である。ここから， [1] のtheodisceの語義は「民

衆語によって」となる。前稿では，上記の文脈において theodisceが「民衆

語によって」という語義のもとに， I Angelsachsischアシグロ・サクソン語」

を表記していたことを確認した5)。

4 )拙稿 1，2頁。拙稿 2，134頁。

5 )拙稿 2，144頁。 linguatheodisα の“語義"と“表記対象とする言語"の違いに

ついては，拙稿 2，143頁を参照されたい。

本稿の課題は， [1]に続く theodiscusの事例の紹介・検討である。取り

上げる事例の数はここでもわずか 2例に限定される。それは， [1]の場合

と同様この 2例についても研究史上の重要な論点への言及が不可欠と考えら

れるからである。

I 史料

“quod theodisca lingua harisliz dicitur" 

theodiscusの第 2の事例は，バイエルン太公 Tassilo1lI ( 741一794年以降)

に対する有名な訴訟との関連において現れる。“Annalesregni Francorum" 

( rフランク王国編年誌.1)の788年の項によれば，この訴訟は次のように展開

された1)。同年，フランク国王カール(在位768-814年)は， Ingelheimに

おいて宮廷会議を開催した。このとき“忠誠なバイエルン人たち"は，タシ

ロが国王に対する忠誠の誓約を破ったと非難し，タシロに対する訴訟を提起

した。これに対しタシロは次のように告白した。フランクの敵であるアヴアー

ル人へ使者を派遣したこと，バイエルンにおけるカールの家臣を懐柔したこ
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北大文学部紀要

と，さらに自らの家臣に対しでも国王に偽りの誓約をおこなうよう強要した

こと。

[2 ]“Et de haec omnia conprobatus， Franci et Baioaru， Langobardi et Sax司

ones， vel ex omnibus provincus， qui ad eundem s戸lOdumcongregati 

fuerunt， reminiscentes priorum ma10rum eius， et quomodo domnum Pippi-

num regem in exercitu derelinquens et ibi， quod theodisca lingua harisliz 

dicitur， visi sunt iudicasse eundem Tassilonem ad mortem" 2) • 

「これら(タシロの罪状)について全てが真実であると証明された。そし

てフランク人，バイエルン人，ランゴパルド人，ザクセン人および王国の全

ての地方からこの会議へと招集された人々は，彼(タシロ)によってなされ

た数々の悪行，さらに彼がかつて主君である国王ピピンの軍隊を離脱したこ

と一一それは theodiscalinguaによって harislizと呼ばれる を想起し，

かのタシロに対して死刑の判決を下した。」

1 ) Annales regni Francorum inde ab a. 741ωque ad a. 829， qui dicuntur Annales 

Laurissenses maiores et Einhardi， hg. v. F. Kurze， MGH SS rer. Germ.，1895， ND. 

Hannover 1950， S. 80. 

2 ) Ebd.， S. 80. J. F. Bohmer -E. Muhlbacher， Regesta lmperii. Die Regesten des 

Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918， 2. Aufl.， 1909， ND. Hildesheim 1966， 

Nr. 294a S. 12lf. (以下BM宮). Vigener， a. a. 0.， S. 30. Krogmann， a. a. 0.， S. 

17. 

「彼(タシロ)がかつて主君である国王ピピンの軍隊を離脱したこと」と

は， 763年のアクィタニア遠征での出来事を指している3)。このようにタシロ

への判決は， 25年もの以前の出来事の記憶を掘り起こすことによって下され

たのである。結局タシロは，カーjレの赦免によって死刑を免れ，修道院へと

送られた4)。

3) Annales regni Francorum， S. 20， 22. BM.2， Nr. 96d S. 50.フランク国王とタシロ

の聞に起きた一連の事件の経過についてはさしあたり次の文献を参照。 P.Clas-
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sen， Bayem und die politischen Machte im Zeita1ter Karls des Grosen und Tassilos 

ill.， in : Ausgewahlte Aufsatze von Peter Classen， hg. v. J. Fleckenstein， (Vortrage 

und Forschungen， 28)， Sigmaringen 1983， S. 231-248， (zuerst in : Die Anfange des 

Klosters Kremsm伽 ster.Sy1ゆosion15.-18. Mai 1977， redigiert v. S. Haider， Linz 

1978， S. 169-187). L. Kolmer， Zur Kommendation und Absetzung Tassilos ill.， in: 

Zei，おchrijtf. bayerische Landesgesch. 43， 1983， S. 291-327. 

4 ) BAf2， Nr. 294a S. 122. 

さて， 763一788年の聞のフランク国王とタシロの関係については， rフラ

ンク王国編年誌』がほとんど唯一の情報源である5)0 r同編年誌』は，国王宮

廷に属する複数の人物によって著された作品であり，フランク王権にとって

のいわば公式の歴史記録であったへその叙述は741年から829年にまで及ぷが，

成立時期は二つの段階に分けられる。第 1部は788年ないしその直後，遅く

とも791年頃までに成立し，その際最初の741年から788(791)年にまでわた

る部分が一挙に著された。これに続く第 2部は，第 1部の完成以降各年毎に

執筆されたと推定される7)。このうち，問題の788年のタシロ裁判に関する文

章は，その文体が判決文の形式に酷似していることから，インゲルハイムの

判決文を記した裁判証書に由来するのであろうと考えられている8)。

5) Vgl.， Classen， a. a. 0.， S. 234. Kolmer， a. a. 0.， S. 292f. 

6 ) Vgl.， W. Wattenbach司 W.Levison -H. Lowe， DeuおchlandsGeschichおquellenim 

Mittelalter. Vorzeit und Karolinger， Heft 2， Weimar 1953， S. 247-254. 

7 )このように第 1部の終結時点については研究者聞に若干の意見の相違が見られる。

ここでは Classen，a. a. 0.， S. 235に依拠した。 Vgl.， Wattenbach-LevisorトLowe，

a. a. 0.， Heft 2， S. 249-252. Kolmer， a. a. 0;， S. 293. C. Bri血1，Deutschland-

Frankreたh.Die Geburt zweier Vo・lker，Koln-Wien 1990， S.196 Anm. .113. 

8 )この見解は， 1882年に ViktorBarchewitzによって提起され， H. Brunner， Deut-

sche Rechぉ:geschichte，Bd. 1， 1. Aufl.， Leipzig 1887， S. 30 Anm. 4の同意を得て以来

通説となっている。 Vgl.， Wattenbach-Levison-L凸we，a. a. 0.， Heft 2， S. 250 Anm. 

289. Classen， a. a. 0.， S.235. Ko加ler，a. a. 0.， S. 293 rnit Anm. 17. 

次に， rフランク王国編年誌』の伝承状況について。その写本は多数伝え

られており，最古のものは 9世紀に由来する9)。この中には， theodiscaを

thediscaと表記した写本も 1種類存在するが， theodisca linguaという語句の

旬
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同時代性についてこれまで疑義が提起されたことはない。

9 )詳細については Praefatiovon F. Kurze， in: Annales regni Francorum， S. IX-XV 

の{也 Quellenzur karolingischen Reichsgeschichte， Teil 1， hg. v. R. Rau， (Aus-

gewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters， 5) ， Darmstadt 1955， 

S.4-7を参照。

ところで，これら多数の写本のうち一群のものは， rフランク王国編年誌』

の多数の箇所に大幅な改訂を加えている。一般に“'Annalesqui dicuntur 

E inhardi" (r伝アインハルト編年誌j)と呼ばれているものである。その著

者は不明であるが， rフランク王国編年誌Jと同様国王宮廷に属する人物で

あったと考えられている。成立時期は， 814-817年頃と推定される10)。以下

に，その788年の項から [2]に対応する箇所を引用・併記する11)。

『フランク王国編年誌j r伝アインハル卜編年誌』

[2 ]“Et de haec omnia conprob・ [2-a] “Quod verum fuisse rerum 

atus， Franci et Baioarii， Langobardi 泊 eodem anno gestarum probavit 

et Saxones， vel ex omnibus provinciis， eventus. Obiciebantur ei et alia con-

q凶 adeundem synodum congregati plura et dicta et facta， quae non凶si

fuerunt， reminiscentes priorum malo調 ab白血並coet Irato vel fieri vel profer-

rum eius， et quomodo domnum Pippi幽 ripoterant; quorum ne unum quidem 

num regem in exercitu derelinquens infitiari coepit， sed noxae convictus 

et ibi， quod theodisca lingua harisliz uno omnium adsensu ut maiestatis 

dicitur， visi sunt iudicasse eundem reus caPitali sententia damnatus est. 

Tassilonem ad mortemへ

『伝アインハル卜編年誌jは， 763年の出来事について何ら具体的に言及

していない。問題の判決については次のように極めて簡潔に記している。 I(タ

シロは)有罪とされ，全員一致の同意によって大逆罪として死刑の判決を受

けた。Jすなわち，タシロに対する死刑判決の根拠として新たに Imaiestatis 

reus 大逆罪j12)というローマ法上の概念が挙げられている。これに対し， rフ

。，uqa 
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Lingua theodiscaとは何か

ランク王国編年誌』が伝える 4部族の名や harisliz，あるいは theodiscalin-

guaなどの語句は， r伝アインハルト編年誌』において全て削除されている。

10) Wattenbach-Levison-Lowe， a. a. 0.， Heft 2， S. 254-256. Carlrichard Bruhlは，通

説と異なりその著者をアインハルトとする見解を提示している。 Bruhl，a. a. 0.， 

S. 85 Anm. 7， S.135f. mit Anm. 304f. 

11) Annales q. d. Einhardi (上注 1)，S. 81. 

12) Vgl.， R. Lieberwirth， Art.“C凶nenlaesae maiestatis"，泊 Handworterbuch zur 

deutschen Rechぉ:geschichte，hg. v. A. Erler -E. Kaufmann， Bd. 1， Lfg. 3， Berlin 

1966， Sp.648-651. 

2 “quod nos teudisca Iingua dicimus herisliz" 

¥ theodiscusの第 3の事例は，再び harislizとともに現れる。カールは皇帝戴

冠直後の801年春13) 彼の帝国のうちイタリアについてのみ適用されるカピ

トゥラリアを布告した。この“CapitulareItalicum"の第 3章には次のように

記されている。

[3] Cap. 3 :“De desertoribus~ Si quis adeo contumax aut superbus ex-

titerit， ut， dirnisso exercitu absque iussione vellicentia regis domum rever-

tatur， et quod nos teudisca lingua dicimus herisliz fecerit， ipse ut reus 

maiestatis vitae pedα.tlum incurrat et res eius in fisco nos仕osocientur" 14) • 

この文言によれば， lingua theodiscaにいう herislizとは，国王の命令・許

可を得ず，むしろ尊大あるいは高慢さのゆえに軍隊を離れ故郷へと帰還する

ことである。その違反は，大逆罪として生命の喪失と財産の没収によって罰

せられた。 herisliz15)の定義およびその罰則規定は， [2]の文言では必ずし

も明瞭ではなかったが， [3] において初めて明確な規定を見いだした。こ

こでは herislizの訳語として世良晃志郎氏に従い， r軍隊離脱罪」を充ててお

く16)0 lingua theodiscaの解釈との関連では，特に斜体字の部分に注意を喚起

したい。「それを朕は teudiscalinguaでherislizと呼ぶ。J

9
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北大文学部紀要

13)正確な年代確定をめぐる議論についてはB凶h!， a. a. 0.， S. 506 Anm. 336を参照。

14) MGH CaPitularia regum Francorum 1， hg. v. A.Boretius， 1883， ND. Hannover 

1984， Nr. 98 S. 205. Bj[2， Nr. 374 S. 168. Vigener， a. a. O.，S. 31. Krogmann， a. 

a. 0.， S. 17f. 

15) [2]と [3]では表記が異なるが，以下では後者の表記で統一する。

16) H.ミッタイス=H.リーベリッヒ，世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説』改訂版，

創文社 1971年， 171頁および注 90 herislizの詳細については次の文献を参照。

Du Cange， Glossarium media沼 etin!imae latinitatis， Bd. 4， 1883-87， ND. Graz 

1954， S. 201. H. Brunner， Deutsche Rechtsgeschichte， Bd. 2， 2. Aufl.， neubearb. v. 

CI. Frhr. v. Schwe出， MuncherトLeipzig1928， S.289， 883. Rosenstock (後述141

頁注 7)，S.64 Anm. 49. Deutsches Rechtsworterbuch， Bd. 5， Heft 4， Weimar 1955， 

Sp. 532f. Ch. U. Schrninck， Art.“Herisliz"， in : Handworterbuch zur deuおchen

Rechtsgeschichte， Bd.2， Lfg. 9， Berlin 1972， Sp.92-94. 

次に伝承状況について。編者の AI企edBoretiusによれば，計11種類の写本

が伝承されている。このうち最も古いものは817-823年の聞にイタリアで作

成されたものである。 teudiscaという語の表記は，写本によって teutisca，

theudiscaあるいは theodiscaと多様であるが， [2] の場合と同様その同時代

性が疑われたことはない17)。

17)ただし，周知のようにカピトゥラリアの MGH版刊本については，史料批判が不

十分であるなど多くの問題点が指摘されている。 Vgl.， F. L. Ganshof， Was waren 

die Kapitularien ? Weimar 1961， S. 20.また，カピトゥラリアの伝承状況について

の詳細な研究も，近年ようやく緒に就いたばかりであり，上記の情報についても

今後修正が必要とされるかもしれない。西川洋一「初期中世ヨーロッパの法の性

格に関する覚え書」第 3節「カピトゥラリアの伝承状況J，r北大法学論集(石川

教授退官記念特集)j41-5・6，1991年， 2087-2096頁を参照。

ところで， herislizの史料事例としては，実は [2]， [3] が最初期のも

のに属する18)。以後，この語はカピトゥラリアにおいて 3例確認される19)。

いずれもカールによって布告されたものであるが，これらの場合 lingua

theodiscaへの言及は見られない。ただし，このうち 811年に布告された

Boulogne勅令の第 4章は，本稿の主題との関連で特に重要と思われる。
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Lingua由eodiscaとは何か

[ 3 -a] Cap. 4 "Q凶cumqueabsque licentia vel permissione principis de hoste 

reversus fuerit， quodfactum Franci herisliz dicunt" 20) • 

henslizの内容に関する規定は [3]に比べ簡略化されている。ここでは斜

体字の部分に注目を向けておきたい。「かかる行為をフランク人は herislizと

呼ぷ。」

18) Kolmer， a. a. 0.， S. 322. 

19)筆者の知る限り，カピトゥラリア以外の史料ではロタール 1世の立法に erilizとい

う語が見える。この事例については別稿において改めて取り上げる。

20) MGM Capit. 1， Nr.74 S.166. B~， Nr. 464 S. 207f. 

残りの 2例は，いずれも810年に布告されたアーへンの巡察使勅令(1)

( 2 )に見える。

[ 3 -b] アーへン巡察使勅令(1 )の第13章。

Cap. 13“H erisliz qui factum habent per fideiussores ad regem mittantur" 21) • 

[3 -c]同勅令(2 )の第14章。

Cap.14“De his qui hensliz fecerunt， ut fideiussores donent" 22) • 

いずれにおいても，herislizを犯した者は保証人の手によって引き渡される

ことが規定されており，特に [3-b] はその引き渡し先が国王であること

を明記している。しかし，herislizがいかなる言語に属していたかについて，

これらの文言から直接的な情報を読み取ることはできない。

21) MGH Capit. 1， Nr.64 S. 153. B~， Nr.451 S.202ι 

22) MGH Capit. 1， Nr.65 S. 154. B~， Nr.452 S.203. 
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11 lingua theodiscaとherisliz

さて， [2] と [3]，とりわけ前者の theodiscalinguaの解釈をめぐっては，

Jacob Grimm以来現在にいたるまで，おびただしい数の研究者が発言を繰り

返してきた1)。ただし，その多くは， I deutschの起源Jに関する議論との関

連でなされたものである。この点に詳細に立ち入ることは本稿の目的を越え

ることになる。以下三つの節では，上記両事例の理解にとって特に重要と思

われる論点のみに限定して紹介・検討する。

1 )主としてゲルマニス卜・言語学者による重要な研究は， 1840-1965年までについ

てHansEggers編の論文集に収録されている。 DerVolksname Deutsch， hg. v. H. 

Eggers， (Wege der Forschung， Bd. 156)， Darmstadt 1970 (以下，V. N.).両事例へ

の言及箇所は，同書巻末の事例索引によって容易に検索できる。それ以降の研究

についてはさしあたり次の文献を参照。1.Rei妊enstein，Bezeichnungen der deut-

schen Gesamtsprache， in: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deut-

schen Sprache und ihrer Eゆrschung，hg. v. W. Besch-O. Reichmann-St. Sondereg胴

ger， 2. Halbbd.， Berlin-New York 1985， S. 1717-1727. H.Thomas， Der Ursprung 

des Wortes Theodiscus， in: Historische Zeitschrift 247， 1988， S. 295-331 (以下，

Thomas， Ursprung). 

ここではまず， lingua theodiscaという語句が現われる文章の構造について

一瞥する。 [2] [3]の中からその部分をもう一度引用してみる。

“quod theodisca lingua harisliz dicitur" ( Iそれは theodiscalinguaによって

harislizと呼ばれる。J)

quod nos teudisca lingua dicimus herisliz" ( Iそれを朕は teudiscalinguaで

herislizと呼ぶ。J)

lingua theodiscaという語句は，いずれにおいても奪格形で用いられており，

herislizという単語が属する言語の呼称を表わしている。他方，両文章とも

“quod..."という語句で始まる典型的な挿入文である。すなわち，それぞれの

前文中では，軍隊離脱罪に関する規定がラテン語によって書かれている。上

記文章は，その内容を非ラテン語つまり lingua出eodiscaに属する単語--

herisliz一ーによって言い換えているのである。このように [2]， [3]の
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場合，ラテン簡と linguatheodiscaの対比関係は，本稿の序で紹介した[1]

とは異なり，明記されていない。しかし，再審鯖の対比は上記の震い換えに

よって間接的に示されていると設えよう 2)。

2) VgI.， Dove (後注 7)，S.311. 

なお，上記のニつの挿入文と同様な注釈法は， lingua theodis伺などの具体

的な言語呼韓を痛いなくとも可龍であるo 以下にその一割を挙げておく。

“in eorum (od. sua) lingua..."，“quod刊 19o..改icitur"，“quod...vo儲 nt't “hoc

dic服 tAl続anni..."usw. 3)。

3) Vgl.， R. Scl淑詰dt-Wiegand，Starnmesrecht und Volkssprache inkarolingischer Zeit， 

in : Astekte der Nationenbildung im Mittelalter， hg. v. H. Be敏治叙m剛W.Schroお:rJ

(Nationes， 1)， Sigma血gen1978， S. 171・203，hi悲rS. 174. 

次に， lingua theodiscaによってラテン語文章に挿入された herislizという

語について考えてみる。その語諒は， r Althochdeutsch古高ドイツ語J4)のrheri

軍隊Jと rsliz < sliz(z)an 苦手jる，裂く，破るJに求められる5)。したがっ

てherisliz り現代ドイツ語で言えばHeerschlitzとなる。

4 )この概念については第3節で触れる。

5 )上述134頁注おの文獄を参照。

ところでおrislizが聞いられたのは，もっぱら裁判証番あるいはカピトゥ

ラリアなどの法的文章の中においてである針。その中でこの鰭が意味したのは，

法的に規定された一個の犯罪行為，すなわち「軍隊離脱罪jである。創f白d

Doveは1893年の論文においてこの惑に主主自し，herislizが特定の術翻つまり

r Rechtssprache法用鰯jであることを指摘した7)。この指摘は1928年，

学者 E昭 enRosenstock (1888… 1973年)によってその考察の恥心に据えら

れた。その具体的内容は次節で取り上げることにする。 herislizが一個の法

用語であるという点について，研究者間に輿論は見られない8)。

6 )上述131頁，134ffi!iおよび135頁注19:a:参照されたい。
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7 ) A. Dove， Bemerkungen z町 Geschichtedes deutschen Volksnamens， in: ders.， Aus-

gewahlte Schrijtchen vornehmlich historischen lnhalお， Leipzig 1898， S. 300-324， hier 

S. 306， (zuerst in: Sb. d. Bayer. Akad. d. Wiss.， phil.-hist. Kl.， ]g. 1893). 

8 )ここでは，比較的近年の研究のみを挙げておく。 G.Tellenbach， Zur Geschichte 

des mittelalterlichen Germanenbegriffs， in : ders. ，Ausgewahlte Abhandlungen und 

Aufsatze， Bd. 1， Stuttgart 1988， S. 319-339， hier S. 334f.， (zuerst in : Jahrbuchメ

lnternationale Germanistik， 7， 1975， S. 145-165). H. Fichtenau，“Barbarus"， 

“theodiscus" und Karl der Grosse， in : Lebendige Altertumswissenschajt. Festgabe 

zur VoUendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters， hg. v. M. Kandler-St. 

Karlwiese-R. Pillinger， Wien 1985， S.340-343， hier S. 342. Reiぽ'enstein，a. a. 0.， 

S. 1720. Thomas， Ursprung， S. 302f.， 326 mit Anm. 84， 329f. Ders.， jヤ'enkisk.

Z町 Geschichtevon theodiscus und teutonicus im Frankenreich des 9. ]ahrhunderts. 

泊:Beitrage zur Geschichte des Regnum Francorum. Festschrijt fur Eugen Ewig am 

28. Mai 1988， hg. v. R. Schieffer， (Francia， Beiheft 22)， Sigmaringen 1990， S. 67-

95， hier S. 73 (以下， Thomas， frenkisk). Bruhl， a. a. 0.， S. 196f. 

m lingua theodiscaの表記対象(1)一フランク語一

さて，見解が大きく分れるのは， lingua theodiscaが“民衆語"という語義

のもとに具体的にいかなる言語を指していたのかという問題をめぐっ丈であ

る。 [2]， [3]の文言からは，この点について直接の証言を得ることがで

きない。両事例では， lingua theodiscaという概念が何らの注釈もなしに，あ

たかも自明のものとして用いられているのである。そこで研究者は，間接的

情報を頼りにその解明を試みた。その方法は，基本的に二つの視角に大別さ

れる。ただし両者は，次節でも述べるように必ずしも互いに排除しあうもの

ではない。

( 1) herislizがいかなる言語に属するかを明らかにすることによって，

lingua theodiscaが表記対象とする言語を画定しようとする視角。

( 2) lingua theodiscaが用いられた状況に着目し，そこからその表記対象を

明らかにしようとする視角。

以下二つの節で、は，それぞれの視角の具体的内容を紹介・検討していく。
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T 用語法上の問題点

その前に本稿における筆者の用語法についてあらかじめ注記しておきたい。

筆者は前節において， r Althochdeutsch古高ドイツ語」という概念を用いて，

herislizの語源を説明した。周知のように，ゲルマニスティークにおいて“古

高ドイツ語"の時代は，一般に 8世紀から11世紀とされる。“古高ドイツ語"

は次のような様々な“方言"から構成されている。フランク語(中部フラン

ク語，上部フランク語)，上部ドイツ語(バイエルン語，アレマーネン語)

およびランコ守パルド語1)。ただし，本稿の問題関心の場合，これらの術語が

あくまでも19世紀に造られたものであること2)に留意する必要がある。

1 ) Vgl.， St. Sonderegger， Althochdeutsche Sprache und Literatu1・'. Eine Einfuhrung in 

ぬsalteste Deutsch， 2. Aufl.， Berlin-New York 1987， S. 63-67.ただし，分類法は個々

の研究者によって異なる。

2 ) Ebd.， S. 11. 

筆者の当面の検討課題は，同時代人がlinguatheodiscaという言語呼称のも

とに具体的に何を理解していたかを解明することにある。そして，いつどの

ようにして theodiscusという言語呼称の形容調が rTheodisciドイツ人jと

いう呼称へと変貌していったのか，その歴史を詳らかにすることが筆者の最

終的課題である3)。そのためには，前稿以来おこなってきたような個々の史

料事例の検証が不可欠となる。ところが，このような検証にとって，上記の

様々な近代的術語は必ずしも適当ではないばかりか，ときには危険で、さえあ

りうる。なぜならば，これらの術語を無媒介に用いた場合，既に 8世紀以降

r deutsche Sprache “ドイツ"語」なるものについての明確な認識が同時代

人の聞に存在していたかのような誤解を招く恐れがあるからである4)。そも

そも，上記の様々な“方言"が，いつ項から部族・地域の枠を越えて，統一

的な言語へと向かい始めたのか，という問題は今日なお激しい議論の対象と

なっているのである5)。

3 )拙稿 1，2 -3頁，拙稿 2，134-5頁を参照されたい。

4 )例えば， Heinz Thomasはdeutschを常に“引用符"付きで用いている。「しかし
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ながらこの語の使用は避けるのが最良であろう。JB凶h!， a. a. 0.， S. 204 Anm. 

170. 

5 ) Vgl.， St. Sonderegger， Tendenzen zu einem uberregional geschriebenen A1thoch-

deutsch， in: Aspekte (137頁注 3)， S. 229-273. J. Eh!ers， Schriftk叫tur，Ethno司

genese und Nationsbildung in ottonischer Zeit， in : Fruhmittelalterliche Studien 23， 

1989， S. 302-317， hier S. 312. 

以上のような事情から，筆者にとって重要なのは，可能な限り史料自体の

文言に則して theodiscusあるいは linguatheodiscaの具体的内容を説明するこ

とである。少なくとも“古高ドイツ語"あるいは上記の諸“方言"のみによ

る解釈は，この場合第一義的な意味をもたない。もとよりこのような概念史

的方法を採るに際しては，その有効性とともに限界をも常に認識する必要が

ある6)。この点は，今後個々の史料事例を検証していく過程で明らかになっ

ていくであろう。なお，近代の術語を無媒介に中世という時代に持ち込むこ

との危険性については，次節においてあらためて言及する。

6) r Begriffsgeschichte概念史」の方法論上の諸問題については H.K. Schulze， 

Mediavistik und Begriffsgeschichte，血 Festschriftf Helmut Beumann zum 65. 

Geburtstag， hg. v. K.-U. Jaschke u. R. Wenskus， Sigmaringen 1977， S. 388-405を

参照。

2 ローゼンシュトックの解釈

さて，本節では上記(1)の視角を取り上げる。 [2]， [3]の文言からは，

herislizという語が linguatheodiscaの一つであることが読み取れる。そこで，

herislizが具体的にいかなる言語に属するのかを明らかにすることによって，

lingua theodiscaの表記対象とする言語を画定しようとするのが， (1)の視

角である。ここでは，その一例として既にその名を挙げたローゼンシュトッ

クの研究に焦点を絞る。それはその後の研究史に与えた影響を考慮してのこ

とである。

ローゼンシュトックは， 1928年， r我々の民族名 Deutschとバイエルン太

公領の廃止Jと題された長大な論文を発表した7)。彼がこの論文において検
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討対象としたのは，主として [2]の事例であり，その他の史料事例は補完

的に利用されているにすぎない。筆者の理解によれば，ローゼンシュトック

の所説は三つの論点によって構成されている。

a) I deutschの起源」論。

b) herislizの解釈。

c) [2] のtheodiscalinguaの解釈。

このうち， a)の論点は本稿の考察の外にある8)0 c)の論点は， (2)の

視角による解釈の試みであり，次節において取り上げる。本節では b)の紹

介・検討に限定する。

7) E. Rosenstock， Unser VoJksname Deutsch und die Aufhebung des Herzogtums 

Bayern，加 :V. N.， S. 32-102， (zuerst in : Mitt. d. Schlesisch. Gesell. f Volkskunde， 

29， 1928， S. 1-66). 

8 )この主張は，同論文の第 3節 fDeutschはロマンス語化されていないフランク人

の言語を表記する」において展開されている(ebd.， S. 43-46 )。その内容を要約

すると，ライン河左岸のフランク人のうちロマンス語化されていない人々が用い

た言語，つまり fFrankischフランク語jこそ theodiscusの本来の表記対象であっ

た，というものである。 rdeutschの起源」をめぐる論争におけるローゼンシュトッ

ク説の位置付け，とりわけヴアイスゲルパーの学説形成に対して及ぼしたその影

響については， Thomas， Ursprung， S. 301-.304および拙稿 1，6頁以下を参照さ

れたい。

b )の論点についてローゼンシュトックが主とじておこなったのは，タシ

ロ裁判を法制史的観点から分析することである9)。具体的には，太公の罷免

を規定した『バイエルン部族法典』の第 2章第 8条と788年の訴訟の因果関係，

herislizの由来等々が問題とされる。その結論部分のみを要約すると，おおよ

そ次のようになる。タシロに対する死刑判決の唯一の法的根拠は herislizで

ある。 herislizはフランク法上の概念である。確かに， [2-a]， [3]の引

用箇所ではローマ法上の概念である大逆罪への言及が見られる。しかし，

herislizと大逆罪というこつの法概念の接触は， 800年のカールの皇帝戴冠に

端を発するものであり，タシロは788年にローマ、法上の大逆罪の故に裁かれ

たのではない10)。タシロはフランク法によって裁かれたのである。それでは，
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[2 ]の theodiscalinguaとは何か。 herislizとは一個の術語，すなわち法的

な専門表記である。「それゆえ， 788年の Theotiscaとは“法的に“法技術

的に"，より正確には“法用語で"を意味したのである Theotisce=法用語

で。それでは一体誰の法用語で?それは)まず第ーにフランク人の法用語

である。yl)

9) Rosenstock， a. a. 0.， S. 46-80. 

10) Ebd.， S. 71f.現在の研究状況については O.Hageneder， Das crimen maiestatis. 

Der Prozes gegen die Attentater Papst Leos III. und die Kaiserkr凸nungKarls des 

Grosen， in: Aω Kirche und Reich. Studien zu Theologie， Politik und Recht im Mitteι 
alter. Festschrift fur Friedrich Kempj， hg. v. H. Mordek， Sigmaringen 1983， S. 55ー

79， bes. S.65ff.を参照。

11) Rosenstock; a. a. 0.， S.81.なお，ローゼンシュトックは，別の箇所において，

r lingua theodisca フランク人の法用語で」と， rサリカ法典』に見える rin
mallobergo 裁判所(用語)でjとの聞の語源上のアナロジーを示唆し，自説の補

強を試みている。 Ebd.，S. 89f.本稿ではその当否について詳細に立ち入ることは

できない。さしあたり以下の文献を参照。 R.Wenskus， Bemerkungen zum Thun-

ginus der Lex Salica，泊 ders.，Ausgewahlte Aufsatze zum fruhen und preusischen 

Mittelalter. Festgabe zu seinem 70. Geburtstag， hg. v. H. Patze， Sigmaringen 1986， 

S. 6~4， bes. S， 78丘， (zuerst血:Festschrift f Percy Emst Schramm， hg. v. P. 

Classen -P. Scheibert， Wiesbaden 1964， S. 217-236). Vgl.， Thomas， Ursprung， 

S. 315 Anm. 56. 

[2 ]の theodiscalinguaは“フランク人の法用語"を意味する。ローゼン

シュトックは，このような主張を補強する目的で [3]の事例を引用してい

る12)。彼は， I quod nos teudisca lingua dicimus herisliz それを朕は teudisca

linguaで herislizと呼ぷJという文言の中の Inos 朕は」に注目した。ここ

から， [3] の teudiscalinguaとはカール自身にとっての IMuttersprache母

語J，つまり“フランク語"にほかならないと考えたのである。ローゼンシュ

トックはまた， [3-a] の文言にも言及している13)。そこでは herislizがい

かなる言語に属するかについて，次のように明記されている。 Iquod factum 

Franci herisliz dicunt かかる行為をフランク人は herislizと呼ぶ。J
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12) Ebd.， S. 45. Vgl.， S. 41. 

13) Ebd.， S. 45， 70. 

さて，ローゼ、ンシュトックの以上の解釈は，その後必ずしも正当な評価を

受けてこなかったように思われる。その理由の一端は，彼の研究が，ヴアイ

スゲルパーによって1930年代末以降発表された一連の研究の陰に隠れてし

まったことにある。もう一つの理由は，次節で紹介するように c)の論点に

対する多くの批判の結果，この b)の論点との真撃な対決が等閑にされてき

たことに求められよう。しかし， 1968年， Hermann ]akobs 14)によってロー

ゼンシュトック説の再評価が試みられて以来，彼の見解は再び研究者の注目

を集め始めた。そして， b)の論点に関する限り，今日彼の解釈は歴史学者

を中心に高い評価を得るにいたっている15)。

14) H. Jakobs， Der Volksbegriff in den historischen Deutungen des Namens Deutsch， 

血:Rheinische Vierleljahrsblatter 32， 1968， S. 86-104. 

15)特にトーマスはその業績を極めて重視している。 Thomas，Ursprung， S. 301-303， 

313， 324f.， 326， 330， Ders.， frenkisk， S. 73. BruhI， a. a. 0.， S. 196. VgI.， Tellen-

bach， a. a. 0.， S. 335 Anm. 109. Fichtenau， a. a. 0.， S. 342. 

筆者もローゼンシュ卜ックの視角の有効性を基本的に認めるが，同時にい

くつかの疑問をも抱いている。まず，ローゼンシュトックがタシロに対する

死刑判決の法的根拠を herislizのみに帰したことについて。『フランク王国編

年誌』の788年の項は，判決の根拠として763年の herislizのみならず，アヴアー

ル人との結託，誠実宣誓違反など複数の罪状を列挙している16)。このように

herisliz以外の罪状をも考慮するならば，ローゼンシュトックの基本主張

一一タシロはフランク法によって裁かれた一一の妥当性についても当然疑

問が生じてくる。 LotharKolmerによれば，タシロ裁判の中心となる訴因は，

タシロが787年前後にアヴアール人と結託したことなどによって，カールに

対する忠誠義務に違反したことにあった。 763年の herislizは，タシロのこの

ような反フランク的態度全般を象徴する“Illustrationsbeispiel例証"のーっ

として引き合いに出されたにすぎない，という 17)。他方，そもそも herisliz
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が初めて史料に現れるのは，まさに788年のタシロ裁判においてである18)。

その具体的内容は， 801年の“CapitulareItalicum"において初めて明文化され

た。それゆえ，この規定が788年当時どの程度の実効力をもっていたのかは

判然としない。いずれにせよ， [z]の theodiscaljnguaの解釈にとって，タ

シロ裁判の法的根拠を重視する視角はあまり有効といえないのではないか。

16) Vgl.，Thomas， Ursprung， S. 310 Anm. 46. 

17) Kolmer， a. a. 0.， S. 325.コルマーの解釈の背景には，タシロ裁判に関する『フラ

ンク王国編年誌』の記述全体が反タシロ的傾向で一貫している，との理解がある。

この点については次節で触れる。

18)上述134頁。

次に[3] の解釈について。この場合 nosという語の意義を特に重視する

のは適当とは思われなし1。“CapitulareItalicum"は，その対象地域をフラン

ク帝国のうちのイタリアに限定している。それゆえ， Heinrich Fichtenauが

指摘しているように，“nos...dicimus"という表記が採られたのも herisliz

という語が当時イタリアにおいてまだ周知されていなかったことによると考

えられるのである19)。実際，このカピトゥラリアの文面作成者が，特にカー

ルの母語を念頭に置いたうえで“nos...dicimus"という表現を選択したとは考

え難いのではないか。

19) Fichtenau， a. a. 0.， S.342. 

最後に，ローゼンシュトックが[z]のtheodiscalinguaの語義を“フラン

ク人の法用語"と解釈したことについて。第 2節で確認したように [z]の

theodisca linguaは， Iフランク人の法用語」一一-herisliz一ーが属する言語の

呼称を表わしていた。つまり theodiscalingua自体の語義が「フランク人の法

用語Jであったのではない。序論において記した通り，その語義は，語源的

に見た場合「民衆語」である。そして，この「民衆語」という語義のもとに

具体的に表記された言語が「フランク語」であった。要するにローゼンシュ

トックは， lingua theodiscaの語義，表記対象とされる言語，および法用語と

しての herislizの三つを互いに混同しているのである20)。
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20)現在の研究者の中では例えばReiffenstein，a. a. 0.， S. 1720も同様な混乱に陥って

いる。従来の研究においてこのような区分の重要性は，意外なことに必ずしも明

確に認識されていなかったように思われる。

結局のところ，ローゼンシュトックが挙げる様々な根拠のうち唯一の確か

な決め手となるのは， [3-a] の解釈のみである。["quod Franci...dicuntフ

ランク人は…と呼ぷ」等々の文言からは， ["lingua Francorumフランク語」

という言語呼称が理論的に想定されうる21)。また，herislizの史料事例は，

既述のようにフランク王権に直接由来する史料においてのみ現れている22)。

このこともまた， [2]， [3] のlinguatheodiscaは“フランク語"を指して

いたのではないかという推定を間接的に支持するものであろう。ところで，

仮にこのように考えた場合，新たな問題が浮かび上がってくる。すなわち，

lingua Francorumとlinguatheodiscaという両概念の関係である。この点につ

いては本稿の末尾で再び立ち戻ることにする。

21) 138頁注8に挙げた文献を参照。かかる手法はゲルマニストによっても採用されて

いる。 Vgl.， G. Baesecke， Die deutschen Worte der germanischen Gesetze， in : 

Beitrage z. Gesch. d. deutschen Sprache u. Literatur 59， 1935， S. 1-101， hier S. 17. 

22)上述134頁および注目。

N lingua theodiscaの表記対象(2 )一一“ドイツ語"一一

最後に本節では， (2)の視角，すなわち linguatheodiscaが用いられた状

況からその表記対象を明らかにしようとする試みを取り上げる。

この場合，研究者の関心を号|いたのは， rフランク王国編年誌jが788年の

インゲルハイム宮廷会議の出席者として列挙する諸部族の顔触れである。「フ

ランク人，バイエルン人，ランゴパルド人，ザクセジ人および王国の全ての

地方からこの会議へと招集された人々。」ここに挙げられているのは，ラン

ゴパルド人を除けば，いずれも後にドイツ王国を構成することになる諸部族

の名である。(2 )の視角を採る研究者たちは，これらの部族名と [2]の
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theodisca linguaの聞に一種の因果関係を見いだそうと試みた。以下では，そ

の代表的な例としてローゼンシュトックとヴアイスゲルパーの見解を取り上

げる。

"exercitus Francorunγ' 

前節において紹介したように，ローゼンシュトックにとって [2]， [3] 

の linguatheodiscaは，“フランク人の法用語"を意味していたはずで、ある。

ところが彼は，同じ論文の中でインゲルハイムの出席者を Ialles Deutsche 

全ドイツ人Jl)と，また彼らの言語を Ideutsch ドイツ語J2)とも記している。

このような解釈はどうして可能なのであろうか。ローゼンシュトックは，“フ

ランク人の法用語"と“ドイツ語"の双方を結び付けるために一種の媒介項

を導入する。それは， I exercitus Francorumフランクの軍隊集会」という概

念である。その内容を要約するとおおよそ次のようになろう 3)。

1) Rosenstock， a. a. 0.， S. 81. 

2 )次の段落中の引用文を参照。

3 )以下のまとめは主として Rosenstock，a. a. 0.， S. 64丘， 75丘， 80ff.に拠る。

ローゼンシュトックによれば，フランクの軍隊にはフランク人のみならず

カロリンガーによって相次いで征服された諸部族(アレマーネン，ランゴパ

ルド，バイエルン，ザクセン)も編入されていた。確かに軍隊の動員は各部

族単位でおこなわれた。しかし，これらの諸部族は，あくまでも一個の統一

体として“フランク人の箪隊"を構成していたのである。ところで， 788年

にインゲルハイムに集結したのは，まさにこのような意味でのフランクの軍

隊であった。 763年にタシロが犯した henslizという行為は，フランクの軍隊

集会に対する侮辱を意味した。それゆえ，タシロに対する判決を下したのも

フランクの軍隊集会に他ならない。軍隊集会は，国制上の重要な機関として

機能していたのである。それでは，かかる場において用いられた theodisca

linguaとは何を意昧するのか。それは，単に“フランク人の法用語"であるに

留まらない。「軍隊はその判決を theodisceで下す。軍隊は deutschを話す!
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lingua theodiscaとは軍隊の，とりわけ裁判集会における軍隊の言語である。

それは，全部族から成るフランクの軍隊が裁判に集結した際に用いる言語で

ある。J4)

4) Ebd.， S. 81. 

さて，ローゼ、ンシュトックの第 2の見解は. (I)の視角から提示された

見解とは対照的に，その後大多数の研究者によって否定的に受けとめられた。

批判は主として次の二点に集中した。

a )ローゼンシュトックの視野の狭さ。彼は [2]の事例の意義のみをあ

まりにも過大に評価し，その結果これ以外の linguatheodiscaの事例が考察の

対象から外れてしまった5)0 [1]がアングロ・サクソン語を表記していたこ

とは，既に前稿において確認したとおりである。ローゼ、ンシュトックは言及

していないが 9世紀になると. lingua theodiscaがゴー卜語やノルマン人の

言語を表記している事例さえも現れてくるのである6)。

5 ) Vgl.， Krogmann， a. a. 0.， S. 101. L. Weisgerber， Theudisk. Der deutsche Volks-

name und die westliche Sprachgrenze， in: V. N.， S. 103-165， hier S. 115， (zuerst 

als MarburgerUl)Iversitatsreden，Nr. 5， M紅 burg1940) (以下. Weisgerber， 

Theudisk). H. Brinkrnann， Theodiscus. Ein Beitrag zur. Fruhgeschichte des Na-

mens “Deutsch"， in: V. N.， S. 183-208，悩erS. 184， (zuerst in : Altdeutsches W ort 

und Wortkunstwerk. Georg Baesecke zum 65. Geburtstag 13. fan. 1941， Hal1e 1941， 

S.20-45). 

6 )これらの事例は次稿以降において取り上げる予定である。さしあたりKrogmann，

S. 23f.， 26f.を参照。

b) I exercitus Francorumフランクの軍隊集会Jの意義の過大評価。ヤー

コブスによれば，カールの軍隊は必ずしも王国内の全部族を代表していたの

ではない。そもそも，国制上の機関としての軍隊が，ローゼンシュトッタを

含めたかつての研究が想定していたほどに重要な機能を担っていたかは疑問

であるという7)。それにもまして問題なのは，ロマンス語を話す王国内の住

民がローゼンシュトックの視野から完全に除外されてしまっていることであ
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る8)。近年では，プリュールがローゼンシュトックの上記の文章一一

はその判決7fi:theodisceで下す。軍議は deutschを話す !J-…を引用しつつ，

次のように断議している。 fこのようにナンセンスなことを償じる人は今日

もはや誰もいないoJ9
)

7) lakobs， a.畠.0.， S. 92. VgI.，百¥Omas，Ursprung， S. 303加問.29.

8) Bemd Fa滅的bachは，ローゼンシュトックの第 2の見解が形成された同持代約務

景について興味深い指織をおこなっている。すなわち，ローゼンシュトックは，

ハプスブルク手続閣という多民族国家の軍隊においてドイツ語がKo開設andosprache

としての機能を来たしていた事突に着毘し，これとのアナロジーにおいてブラン

クの箪隊を理解したのではないか，というのである。 B.Faulenbach， Eugen 

Rosenstock-H首位ssy，知 :DωおcheHistoriker， hg. v. H.ーな習軍記hl母r，Bd. 9， Gるt伽塞e設

1982， S. 102-126， hier S. 118f.なお，ローゼンシュトックの生誕100周年を機に饗

された HansThiemeの追様文は， r我々の民族名 D邑utschJ論文についてその名を

挙げるに悩まっている。 H.Thieme， Eugen R，ωenstock-Hl惨事sy(1総事-1973)，in : 

Zej，おchrijtd. Sa均貯お如何gメRechsgesch.Genn. Abt.， 106，殺さ9，S.l-11， hier S. 

9. 

9 )日rUhI，語.a. 0.， S. 197.筆者の管見する限り，比較約緩近の研究でロ…ゼンシュ

トックの第 2の見解後採用しているものとして次の文献がある。 H.Wolfr草m.Das 

Furstentum Tassilos護吋 Herzogsdes Bay記m，in : Mitt. d. Gesell. f Salzburger 

Lan必skunde，108，静香8，S. 157-179， hier S. 173. C1ass砲丸 a.a. 0.， S. 241. 

Rei妊'enstein，み a.0.， S. 1720.ただし，このうち前二者は，陶酔atheodisc温の問

題を直接の考察対象にした研究ではない。

このように，ローゼンシュトックの第 2の克解は今日もはや乗り越えられ

たものといえよう。しかし，それにもかかわらず筆者がここで敢えて紹介し

たのは，ぞれなりの理由があってのことである。それは，単に畿の研究が [2]

の事例をめぐる解釈史の出発点に位寵する，という事慣のみによるものでは

ない。ローゼンシュトック，あるいはその抵李若者であるヴアイスゲルパーの

晃解の中には，史料批朝と deutschという語の用法に関する寓題点が典型的

に現れていると考えだからである。

- 148 -



Lingua theodiscaとは何か

2 ヴアイスゲルバ一説

そもそもローゼンシュトックにとって， lingua theodiscaとは， 788年にイ

ンゲルハイムに集結した“全ドイツ人"の言語の総称，つまり“ドイツ語"

であった。そして，両者を結び付ける媒介項としてローゼンシュトックが導

入したのが exercitusFrancorumという概念である。

これに対し，ローゼンシュトックを批判したヴアイスゲルパーは，フラン

ク帝国内のゲルマン諸部族の聞には共通の rMuttersprache母語J-lin-

gua theodisca -ーに基づく共属意識が存在したと主張する。すなわち lingua

theodiscaとは，これら諸部族の枠を越えた共通の言語の呼称とされるのであ

る10)。このような主張の主要な根拠としてヴアイスゲルパーによって常に引

用されるのが，ほかならぬ [2]の事例である。これは， rフランク語，バ

イエルン語，ランゴパルド語，ザクセン語を含んでいるように思われる。yl)

ヴアイスゲルパーは，別の著書の中で同じ事例について限定付きながら「そ

れは明らかに Deutschを意味している」とも記している12)。

10)拙稿 1，8頁以下参照。

11) Weisgerber， Theudisk， S. 130 (131)おlIll.66. 

12) L. Weisgerber， Der Sinn des Wortes“Deufsch"， Got出gen1949， S. 126. Vgl.， 

ebd.， S. 41， 42， 47， 128， 157 u.凸.ただし，ヴアイスゲルバーは，“ドイツ語"の

対象範囲がまだ画定されていなかったことへの言及を忘れていない。前注に挙げ

た論文でも [2]， [3] その他の事例に対して引用符付きで“indeutscher 

Sprache"という訳語を充てている。 Weisgerber，Theudisk， S. 129. しかし，別の

箇所では [3]について，引用符なしに同じ訳語を用いている。 Ebd.，S. 131.ま

た788年のインゲルハイムにおける出来事を eingemeindeusches Handelnと記して

いる。 Ebd.，S. 150 (151) Anm. 108. 

フランク王国内のグルマン諸部族聞にいっ頃共通の言語について認識が芽

生えたのか，という問題はなお今日においても十分解明されていない13)。こ

の点については，今後， lingua theodiscaの事例を検討していく過程であらた

めて考察する必要がある。それはともかく，両者とも二つの重要な点を見逃

していることにおいて共通している。
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13)上述139頁を参照されたい。

3 rフランク王国編年誌』

まず第 Iに，史料としての『フランク王国編年誌』の傾向性が問題とされ

ねばならない。第 I節で述べたように， r同編年誌』の788(791)年以前に

属する項は，タシロ裁判の直後，遅くとも791年頃までに成立したと推定さ

れる。ところで PeterClassenによれば， r同編年誌』中のタシロに関する記

述は， 788年の出来事を基軸として再構成された所産であるとされる。すな

わち，その著者は， 788年のタシロ失脚を終結点として位置付け，これをも

とにそれ以前の前史に関する情報を巧みに組み替え，タシロの失脚を彼自身

の過失に帰するべく最大限の努力を図ったのである 14)0 r同編年誌』が「そ

の劇的構成と事件の記述において最も成功した党派的歴史叙述j15)といわれ

る所以である。

14) Classen， a. a. 0.， S. 235. Vgl.， Kolmer， a. a. 0.， S. 293f. Thomas， Ursprung， S. 

311， 312， 328 Anm. 88. 

15) Kolmer， a. a. 0.， S. 326. 

したがって， r同編年誌Jのタシロに関する記述を解釈する際には，慎重

な態度が求められる。上記の 4部族名についても同様である。「フランク人，

バイエルン人，ランゴパルド人，ザクセン人および王国の全ての地方からこ

の会議へと招集された人々。」厳密に考えた場合，ここには一つの“虚構"

が潜んでいる。『同編年誌』の788年の項は，この 4部族名を763年にタシロ

が犯した herislizを想起した人々として列挙している。ところが，このうち

ランゴパルド・ザクセン両部族は， 763年当時まだフランクの支配下に編入

されていなかったのである16)。これはいかに説明されるのであろうか。

16) このことを指摘したのは数多い研究者の中でもトーマスのみである。 Thomas，

Ursprung， S. 327. 
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いうまでもなく，タシロ訴訟は極めて政治的色合いの強い裁判であった。

それゆえ，カールにとって重要なのは，その判決に対して可能な限り正当性

を付与することであった。 25年もの前の事件が引証されたのも，このような

事情によると考えられる17)。上記の 2部族および「王国の全ての地方からこ

の会議へと招集された人々」が， 763年の事件の証人に仕立てあげられた理

由もこのような背景から説明されうる。すなわちカールは，彼らを判決発見

人として引き合いに出すことによって，死刑判決がカール個人，あるいはフ

ランク人のみによる決定ではなく，諸部族の総意にもとづくものであること

を前面に押し出したかったのではないか。

17)上述143頁におけるコルマーの解釈を参照されたい。

このように考えるならば， (2)の視角の問題性はもはや明らかであろう。

なぜならば， r同編年誌』の著者が上記の 4部族との関連を特別に考慮した

うえで linguatheodiscaという語句を選択した，とは考え難いからである18)。

カールの主眼は，あくまでも裁判の正当性という点に向けられていたのであ

り，インゲルハイムにおいて 4部族の“共通の言語"がことさら問題とされ

ていたのではない。繰り返すまでもなく， [2]のtheodiscusは786年の[1 ] 

に次いで 2番目に古い事例である。それゆえ， r同編年誌』の著者が lingua

theodiscaという当時まだほとんど知られていない語句を敢えて用いたとする

ならば，そこには別の理由があったはずである19)。

18) Vgl.， Thomas， Ursprung， S. 311. 

19) トーマスはこのような疑問を出発点のーっとして， theodiscusの起源をカールに

よるイタリア政策との関連に求める仮説を提示した。これまで繰り返し挙げてき

たThomas，Ursprungがそれである。本稿では残念ながらその詳細に立ち入ること

はできない。

4 “'deutsch" 

次に問題となるのは， “deutsch"という語の用法である。 [2]， [3] の

lingua theodiscaをローゼンシュトック，ヴアイスゲルパーのようにrdeutsche 

唱
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Spracheドイツ語jと訳ずること20)は，タなくとも本機の主題にとっ

のアナクロニズムである。インゲルハイムに集結した 4部族与を“ドイツ部族"

と見なすこと21)も同様に誤りである o これに類恕する誤解はしばしば見られ

る。例えばカーjレの母語をフランク語ではなく“ドイツ語"と解すること22)

ひいてはカールを“ドイツ人"と見なすこと23)などである o{可故誤りか。「カー

ルの時代には deutsch鮒 VolkもdeutscheNationも，いやそもそも今日

昧におけるおutschという概念は存在しなかった。カーjレも彼の数であった

ヴィドゥキントも deutschについて考えたことはなかったし，

不可襲であったJ

ることは

20) J二述147頁， 149賞。ょこの他，一例として次の文献のみ受挙げておく。 Dove，a. a. 

0.， S. 307. Rau， a. a. O. (132頁注 9)，S. 57 <rフランク王国編年誌jの現代

ド4ツ語訳). W. Betz， Karl der Gross母 関ddie Iingua theodisca， in : V. N.， 

S.392-404， hier S. 399， (zuerst in : Karl der Grosse. Lebens桝 rk側 dN achleben， 

Bd. 2:ひ謹sg告istigeLeben， hg. v. B. Bischoff， Dusseldorf 1き65，S. 300-306). 

Classen， a. a.仏， S. 241.その{践の文献については B必h!， a. a. 0円 5.181 mit 

Anm.3，態。Anm.70 ~参照。

21)上述146頁および149東浅沼。 Dov世， a. a.O.， S. .307: r v日rtreter呈llerdeutschen 

Sぬmme全ドイツ部族の代表J.この他， B捻泳mann，a. a. 0.， 5. 184. G. Baese-

cke， Das Nationalbewust器einder Deutschen des Karolinge町邑ic加snac盈denzeitgeω 

凶 ssischertBe関 nnungenめrerSprac治， in: V. N.， S.324-350， hier S. 333， (zuerst 

in : Der Verlrag官 側 Verdun843，ゐ奪容 v.Th. Mayer， Leipzi翠1943，5.116-136)， 

22) Bruhl， a. a. 0.， S. 181 mit Anm. 4に多数の文献名が挙げられている。

23) V翠l吋 ebd.，S. 16f.， 39ff.，. 75 mit Anm. 442. 

これは， 1935年に M釘伽 Lintzelがカールのザクセン戦役の際史的評{患に

関連して詑した文章である24jo ここで述べられていることは，現代の諦究者

にとってもはや自明のことかもしれない。しかし，“ deutsch"というあくま

でも経史の過程において初めて形成された概念を，時間を讃えた所与のもの

として前提する姿勢は，今日必ずしも完全に払拭されたとはいえない制。 r近
代に遺られた政治的術語そその概念自体がそもそもまだ存在しない時代に無

批判のまま持ち込むことf吾}がいかに危険ヤあるか，この自惜のことをブ

リュールが1990年においてなお繰り返し訴えなければならなかったのもまた
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事実なのである27)。

24) M. Lintzel， Die Sachsenkriege，泊:Karl der Grose oder Charlemagne ? Acht Antwor-

ten deutscher Geschichおiforscher，Berlin 1935， S. 49-65， hier S.. 65.なお，この論文

集が公刊されるにいたった歴史的経違についてK.F. Wemer， Das NS-

Geschichtsbild und die deutsche Geschichおwissenschajt，Stuttgart et a1. 1967， S. 74-

78を参照。

25)例えば，上注20，21に挙げた文献など。 Vgl.， Bruh1， a. a. 0.， S. 16f. Fried (後注

29)， S.626. 

26) Bruhl， a. a. 0.， S. 3. Vgl" ebd.， S. 2. 

27)ブリュールのこの主張は900頁以上にも及ぶその大著の主題の一つをなしている。

冒頭のエッセイ“Gefahrender Sprache" (S. 1-4)は特に一読に値する。

筆者は， r deutschの起源」に関するおびただしい研究を渉猟する過程にお

いて，一部の研究についてそれが時にはある種の不毛な議論に陥っているの

ではないかとの印象をもつことが少なからずあった。かかる混迷をもたらし

た原因の一端は，上述のような用語法の混乱と史料の証言能力を越えた過剰

解釈28)に求められるかもしれない。他方，用語法の問題は，換言するならば

そもそも“ deutsch"という概念のもとに何を理解するのかという根本的な

問いかけへとつながってゆく。近年lohannesFriedが指摘しているように，

この肝心の点についての研究者の理解は，驚くほど暖昧なままなのである29)。

いずれにせよ，上記のような研究史上の誤謬は，今後さらに他の事例を検討

していく過程で再び出会うことになるであろう。

28)ローゼンシュトックは， Ot仕idvon Weisenburgの『福音詩J(868年頃)に言及し

た際に次のように述べていた。「フランク語は当時決して“ドイツ語"の方言と見

なされていなかった。なぜならば，そのような“ドイツ語"は存在していなかっ

たからである。JRosenstock， a. a. 0.， S. 44. ヴアイスゲルパーの用語法について

は，上述149頁注目の他，拙稿 1，10頁注28を参照されたい。このようにそれ自体

正しい認識にもかかわらず，両者とも同じ過ちを犯してしまったのは，まさに解

釈が史料の証言に先行してしまった結果にほかならない。

29) J. Fried， Deutsche Geschichte im企油.erenund.hohen Mittela1ter. Bemerkungen 

zu einigen neuen Gesamtdarstellungen， in Historische Zei.おchrijt245， 1987， S. 

625-659， bes. S. 626低同様の観点から“ドイツ史"の再検証を提起したものと
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して H.Schulze， Gibt es uberhaupt eine deutsche Geschichte ? Berlin 1989がある。

結びに代えて一一残された課題一一

以上の検討を通じて， lingua theodiscaの表記対象を画定するという作業に

は相当の困難を伴うことが理解されたと思う。その最大の理由は，史料が

r lingua theodiscaとは何かJという点について直接語っていないことにある。

したがって，その検討に際しては，史料から読み取れる間接的情報を頼りと

するほかない。ところが，このような事情によってむしろ研究者の様々な解

釈の入り込む余地が大きくなったともいえるのである。以下では，史料の証

言が許す限りで、の小括を試みてみる。

まず， [.2]， [3] における linguatheodiscaという語句について。両事例

の場合， lingua theodiscaは，herislizという単語が属する言語の呼称である。

herislizは， r軍隊離脱罪Jを意味する“法用語"であり，その語源はいわゆ

る“古高ドイツ語"に求められる。

次に linguatheodiscaの表記対象について。唯一の決め手となるのは， [3-

a] の“ Franci...dicunt"という文言である。ここから， [2]， [3] のlingua

theodiscaは「民衆語jという語義のもとに「フランク語」を表記していたと

帰結されうる。史料からはこれ以上の確実な情報を読み取ることはできない。

それにもかかわらず，ときには解釈の先行によって「第 2の歴史的事実y)が

容易に形成されうる。第 4節では，その一例としてローゼンシュトックとヴア

イスゲ、ルパーの解釈を紹介・批判した。

1) Ehlers， a. a. O. (140頁注 5)，S. 304. 

ところで，これまで繰り返し用いてきた「フランク語」とはいかなる概念

なのであろうか。そもそも，この概念は，当時の史料において確認されるの

であろうか。実は，その最初の史料事例は意外な箇所において見いだされる2)。

それは，第 1節で触れた『伝アインハルト編年誌』の789年の項である。以
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下にその文言を挙げる。参考として， r伝アインハルト編年誌jの手本とさ

れた『フランク王国編年誌』の該当部分も併記する3)。

『フランク王国編年誌.1 r伝アインハルト編年誌』

Inde iter permotum partibus Sclava- Natio quaedam Sclavenorum est in 

niae， quorum vocabulum est Wilze，… Germar由， sedens super litus ocear語，

quaeρropria lingua Welatabi， jヤ'anct-

ca autem Wiltzi vocatuκ 

前者では，カールの軍隊が Wilzeと呼ばれるスラフゃ人の地域へと出撃したこ

とが記されている。後者によれば，スラプ系の一部族が，ゲルマニアの海岸

地帯に居住していた。彼らは，固有の言語つまりスラブ語で Welatabi，

「仕組cicalinguaフランク語Jでは Wiltziと呼ばれるという。

2) Vgl.， Thomas， Ursprung， S. 320. Ders.， frenkisk， S. 70f. 

3) Annales re，伊 iFrancorum (130頁注 1)，S.84f. 

既述のように， r伝アインハルト編年誌jの788年の項は，その手本である

『フランク王国編年誌』の情報を大幅に簡略化し 4部族の名や harisliz，あ

るいは linguatheodiscaなどの表記を削除していた4)。ところが，他方におい

て『伝アインハルト編年誌』の筆者は，これに続く 789年の項に仕ancicalin-

guaという語句を新たに補筆している。この点についてトーマスは『伝アイ

ンハル卜編年誌Jの著者がtheodiscalinguaをfrancicalinguaへと“間接的に

修正した"のではないか，と推定している5)。

4 )上述133頁。

5) Thomas， frenkisk， S. 71. 

それはともかく， lingua theodiscaとlinguafranciscaは，いかなる関係にあ

るのであろうか。 linguatheodiscaの本来の語義は「民衆語」であり，“フラ

ンク語"ではない。ただし，その表記対象に限定して考えた場合， [2]， [3] 
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のIinguatheodiscaはIinguafranciscaの同義語とも理解しうる。ところが， [ 1 ] 

のtheodisceはアングロ・サクソン語を表記していた。このように見てくると，

Iingua theodiscaとはIingua仕組ciscaの上位概念であるようにも思われる。

他方，fIingua仕anciscaフランク語Jとはいかなる概念なのであろうか。

これは，部族としてのフランク人の言語に限定されるのか。それとも他部族

をも含めたフランク王国民の言語の総称であるのか。これらの疑問は，今後

の検討課題のひとつとして残されることになる。
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